
第３編

市民協働の景観まちづくりに関する事項

第３編では、景観づくりの基本方針の一つである「市民協働による景観づくり」を具体的

に推進するため、市民が積極的に地域の景観まちづくりに参加し、取り組んでいくための

仕組みについて定めます。

第１章 市民協働による景観まちづくりに向けて

第２章 景観まちづくりへ参加しやすい環境づくり

第３章 地域の景観まちづくり推進のための仕組み

１ 景観まちづくり専門家の登録

２ 市民による景観まちづくり活動への支援

３ 地域による景観ルールの提案
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第１章 市民協働による景観まちづくりに向けて第１章 市民協働による景観まちづくりに向けて

市民協働による景観づくりを推進するため、市では、支援制度などの制度的な仕組みを整え、地域の景観

まちづくりに意欲のある市民を重点的にサポートしていきます。

下図のとおり、地域の景観まちづくりに取り組む団体は、多様な主体の参加・協力を得ながら、景観ルー

ルの策定に向けて活動することができます。

市民による景観まちづくり推進のイメージ

秋田市

○景観まちづくりへ参加しやすい
　環境づくり
○景観施策の展開
　・景観イベント開催
　・表彰の実施
　・大規模行為の対する緩やかな
　　規制誘導など
○関連施策の展開
　・緑地保全など

登録

登録

参加・協力

発展

他団体への支援

景
観
施
策
へ
の
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画

相
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協
力
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・
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言

支
援

（地域の景観まちづくり推進のための
　仕組みの活用）

支援・助言・参加

◆社会実験による実証
◆地域課題の発見・解決
◆景観イベントの実施
◆地域の景観特性の研究
◆活動への呼びかけ
◆地域の色彩ガイドライン作成

景観まちづくり活動

景観ルール策定に向けた取り組み

◆地域の景観ルールについて
　検討
◆景観重要建造物、樹木の
　活用方法について検討
◆景観重要公共施設の
　活用方法について検討

　提案要件該当者による提案

地域の景観まちづくりに取り組む団体

市民

景観整備機構

大学などの
教育機関

景観まちづくり団体

景観
まちづくり
サポーター
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家
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第２章 景観まちづくりへ参加しやすい環境づくり第２章 景観まちづくりへ参加しやすい環境づくり

市は、市民の取り組みをサポートするとともに、市民が景観まちづくりに参加しやすい環境をつくるため、

次のことに取り組んでいきます。

(1) 地域の景観まちづくり推進のための仕組みづくり

景観まちづくりに興味がある市民や、実際に取り組みたいと思っている市民が積極的に参加できるよ

う、市民や団体の登録を行い、登録者への取り組みを支援します。

(2) 景観イベントの開催

シンポジウム等のイベントを適時開催することにより、景観への関心を高めます。

(3) 景観マップの公表・配付

本計画の策定に際し、大勢の市民の参加により、地域の景観資源の掘り起こしを行い、マップに取り

まとめました。内容を公表・配付したところ、多くの問い合わせが寄せられ、好評を博したところです。

その後、令和３年に新たな景観資源などの発掘などを目的に再度意見募集を実施し、内容を見直しし

ています。

今後は、「あきた羽州街道」ガイドブックや「秋田市観光ガイド」などと連携し、市内の活性化と併

せ景観や歴史的建造物への関心を高めます。

「あきた羽州街道」ガイドブック

「秋田市観光ガイド」
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(4) 表彰制度

地域の景観まちづくりに貢献している団体や個人を表彰することにより、市民の景観まちづくりへの

意欲向上を図ります。

秋田市景観条例の表彰に関する規定に基づき、市民が選ぶ都市景観賞や道路愛称、景観写真展などに

よる表彰を行っていますが、地域の景観まちづくりを推進していくため、引き続きそれに寄与する団体

や個人の表彰についても取り組んでいきます。

(5) 広報活動

市民の景観まちづくりや市の景観施策を紹介するリーフレット等の作成、市の広報やインターネット、

ツイッターの活用により、景観に関する情報を積極的に発信していきます。

「地域の景観まちづくり推進のための仕組み」である登録・支援制度について広く周知を図り、また、

関連する市民や団体に呼びかけ、仕組みの活発な活用を図ります。

(6) 学官連携による景観施策の展開

計画策定にあたり進めてきた学官連携を今後も引き続き、景観まちづくりの施策展開に活用していき

ます。

「景観に関するアンケート調査」(平成20年７月)での連携

(7) 相談体制

景観まちづくりや建築物の建築といった景観に関する相談窓口のＰＲを進めるとともに、寄せられた

相談に対し、関係機関との調整や専門家の紹介など、適切な対応の検討を進めます。

(8) 紛争処理体制

景観に関する紛争に対応するため、秋田市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する

条例の規模要件にかかわらず、景観に関する様々な助言・調査や秋田市都市環境の創造および保全に関

する審議会へ専門的な意見を求めるなど、事前・事後の相談体制の充実を図ります。

また、高さ10ｍ（商業地域、工業地域もしくは工業専用地域または用途地域の指定のない区域につ

いては15ｍ）を超える建築物等の建築については、秋田市中高層建築物の建築に係る紛争の予防およ

び調整に関する条例に基づき、建築主等は近隣説明会のが義務づけられ、近隣住民の意見を述べること

ができる仕組みが整っています。

なお、景観に関する紛争を予防するためには、地域の景観ルールづくりなど、地域による日頃からの

取り組みがとても重要です。市では、地域の景観まちづくり活動を積極的に支援し、景観紛争の予防に

努めます。
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第３章 地域の景観まちづくり推進のための仕組み第３章 地域の景観まちづくり推進のための仕組み

市は、第２章の(1)で掲げた「地域の景観まちづくり推進のための仕組みづくり」として、景観まちづく

りに興味がある市民や、実際に取り組みたいと思っている市民が積極的に参加できるよう、市民や団体の登

録を行い、登録者への取り組みを支援します。

また、取り組みに対する支援として、景観まちづくりについて専門的な観点からの助言等が得られるよう、

専門家の登録も行います。

景観まちづくりの流れ

（背景画像：国土交通省ＨＰ）

　

景観まちづくり
の推進

まずは仲間づくり

地域の課題
地域の景観まちづくりルール
地域の魅力アップ
景観資源の保全・活用など

支援制度活用

助言・支援・参加 参加・協力

ルールづくり 景観まちづくり
活動

として市に登録
グループを
つくろう！

登録制度活用

市民提案

実現にむけて
ＧＯ！

地域の将来像を
創造（想像）しよう

地域の理解を得ながら
一緒に取り組もう

景観まちづくり団体

景観まちづくり
専門家

景観まちづくり
サポーター
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１ 景観まちづくり専門家の登録

(1) 登録

市に登録した団体が景観まちづくりを行ううえで、専門家の助言等を容易に得ることができるよう、

景観や景観まちづくりについて豊富な知識や経験を持つ専門家が市に登録するしくみをつくります。ま

た、専門家は知識や経験をいかし、市の景観施策等に対し助言等を行うことができます。

専門家の例

◆ 学識経験者、事業者など

専門分野の例

◆ 景観、まちづくり、都市計画、建築、デザイン、色彩、歴史、文化など

専門家の取り組み例

◆ 登録団体への助言・協力等

◆ 景観まちづくりに関する調査・研究等

◆ 景観に関するシンポジウム、セミナー等での講演

◆ ワークショップ等の景観形成活動の企画・運営

◆ 市が行う景観施策への助言・協力等

(2) 景観まちづくり専門家への市の支援

◆ 市が所有する景観まちづくりに関する調査・研究目的のデータ提供

◆ 景観まちづくりに関する講演会等の開催サポート

◆ 広報誌等での活動PR

◆ 市に登録した団体等との交流サポート
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２ 市民による景観まちづくり活動への支援

市では、景観まちづくりに興味がある市民や、実際に取り組みたいと思っている市民が積極的に参加でき

るよう、団体やサポーターの登録を行い、取り組みを支援します。

(1) 登録

① 景観まちづくり団体の登録

地域の団体が市に登録し、地域の景観まちづくりに関する知識取得や地域の景観ルールづくりなどに

取り組むことができる仕組みです。

登録団体の活動が活発化し、景観整備機構の指定を受けることにより、他の団体等への支援等を行う

ことも可能となります。

分類 取り組み内容の例

景観まちづくり活動 ◆ 社会実験による実証

◆ 地域課題の発見と解決に向けた取り組み

◆ まち歩きなどの景観イベントの実施による地域の景観資源の発掘

◆ 講演会等で活動実績を発表

◆ 地域の景観特性の研究

・対象地域の検討、景観資源の発掘、地域の歴史や文化の発掘・再発見

◆ 景観まちづくり活動への呼びかけ

・身近な人達への活動参加の呼びかけ

・活動の積極的なPRによる意識高揚

・他の景観まちづくり団体との連携

◆ 地域の色彩ガイドライン作成

景観ルール策定に ◆ 住民合意に向けた取り組み（説明会の開催、アンケートの実施等）

向けた取り組み ◆ 景観イベントの実施による意識高揚

・景観イベントを独自に企画・実施

・景観マップ作成

◆ 景観ルールの検討・作成

・「景観まちづくり地区」「景観地区（準景観地区）」「地区計画」「景観協定」とい

った地域の景観ルールの作成

・建造物や樹木などの景観資源について、「景観重要建造物」「景観重要樹木」の

活用方法の検討

・街路や河川等などの公共施設について、景観資源としての活用方法の検討

＊ 地域の景観まちづくり活動は、地域の状況や団体の成熟度により様々な形態が予想され、上記の取り組み

はほんの一例です。

【景観まちづくり団体】※令和４年３月現在

１ 特定非営利活動法人新屋参画屋

２ 草生津川コスモスロード実行委員会

３ 新城川桜植樹会

４ 特定非営利活動法人リコリス

５ クリスマスローズの里・友の会
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活動例：新屋表町通り景観まちづくり

新屋表町通りでは、地域住民等が中心となり、通りの景観向上や活性化をめざし、景観まちづくり

活動の拠点づくりや、通りに面する空き地の補間、地域の景観シンボルづくりなど、色々なことに取

り組んでいます。

（資料：「新屋表町通りの情景づくり」平成20年３月 新屋表町通り活性化推進委員会リーフレット）

景観まちづくり活動の拠点を整備・運営し、交流の場などにも活用

通りに面する空き地を補間し、イベント会場としても活用

地域のめざす姿として、景観ガイドラインを作成



82

第３編 市民協働の景観まちづくりに関する事項

② 景観まちづくりサポーターの登録

景観まちづくりに興味があり、取り組みに参加したいという市民が、市に登録し、サポーターとして

景観まちづくりなどに参加できる仕組みをつくります。

登録者同士が仲間になることや、先導することなどにより、団体を結成して地域の景観まちづくりに

積極的に取り組むことが期待できます。

市は、サポーターに対し、個別の情報提供や登録団体等との交流のサポートなどを行います。

サポーターの取り組み例

◆ 景観イベント（まちあるきやワークッショップ等）への参加・サポート

◆ 景観イベントの企画

「まちあるき」など景観まちづくりに関連するイベントの企画・提案

◆ 景観ブログの運営

市が提供するインターネットの仕組みを活用し、景観ブログや景観サイトなどを運営

活動例：伊勢崎市景観サポーター

伊勢崎市では、市民ボランティアとして伊勢崎市と協働しながら景観まちづくり講演会などの

イベント開催、景観情報誌の発行、まちづくり先進地の視察など、良好な景観の形成に向けた活

動を通じ、広く市民の意識啓発や市民目線による提案を行って、伊勢崎市の景観行政をサポート

しています。

（資料：伊勢崎市ＨＰ）



(2) 地域の取り組みに対する支援

① 支援制度

（１）景観まちづくり活動支援助成金

市民協働による景観づくりを具体的に推進するため、地域の景観まちづくりに取り組む団体やグル

ープに対する支援を行い、地域の特性を活かした景観の向上を図ることを目的とするもので、景観ま

ちづくりに興味がある市民や、実際に取り組みたいと思っている市民が積極的に参加ができるように

設けた制度です。

支援内容一覧

支援内容

情報提供 景観まちづくり制度に関する情報提供

他の助成制度などの情報提供

登録者の活動に関する情報提供

他の登録団体や個人の活動成果・他都市事例の提供

イベント 市が開催する景観まちづくりに関するイベント等について個別に情報提供

関連 公報等による周知に加え、個別に情報発信することにより、積極的な参加等を

促します

景観まちづくりに関するイベント等の開催サポート

実施方法や周知、会場の斡旋など

広報 広報誌等による活動PR

景観まちづくり団体や景観まちづくり専門家等の活動をＰＲします

交流 市に登録した景観まちづくり専門家・団体・サポーター間の交流や参加協

力の斡旋

仲間づくりや人材発掘に役立ちます

助成 景観まちづくりに関する活動経費の一部助成

会議の開催、社会実験の実施、アンケートの実施など

その他 景観まちづくりに関する一般的な相談・助言

組織運営・設立についても受け付けます

景観まちづくりに関する技術的支援

地域課題の発見、景観ルール策定の際のポイントなど

景観まちづくり専門家による支援

専門家による専門的な観点からの助言

【支援限度額】

・１会計年度 １団体 ５０万円

・１団体 ５年間で１５０万円まで

【助成対象の活動】

活動の種別 助成額 活動例

会議の開催 合意形成に向けた打合せ

ワークショップの開催 全額 景観の保全・活用・創造のテーマ

アンケート調査 意識調査アンケート

景観資源の調査 まち歩き、景観マップ作成

指針・プランづくり 景観協定、ガイドライン

景観イベントの開催 経費の１／２ シンポジウム、講演会、フォーラム

景観に関する社会実験 有効性の検証などのための社会実験
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（２）秋田市景観重要建造物等保存事業費補助金

地域の特性を活かした景観づくりを推進するため、地域にある伝統的な町家などの歴史的建造物や

良好な景観の形成に重要な樹木に対し、保存していくために設けた制度です。

【助成対象】

歴史的建造物・景観重要建造物・景観重要樹木

【補助内容】

種別 項目 内容 例 限度額

ア 修理・改修 当該建造物本体に要 屋根葺き替え、外壁張 300

する修理・改修 り替え、構造部分修理 万円

イ 外観修景 当該建造物に付帯し 門および塀の修繕

建造物 て屋外に露出してい 200

ウ 景観阻害 る各種設備 屋外広告物改善、建築 万円

要因解消 設備への目隠し

エ 基本設計 ア～ウに係る設計 50

実施設計 万円

オ 樹形の整形等 剪定及び枝の処理等

樹木 30

カ 害虫駆除 薬剤の散布、注入 万円

・補助率はすべての項目について、２分の１

・上記各項目を組み合わせて申請

・同一の建造物に係る補助金の限度額は、１０年間で５５０万円

・同一樹木に係る補助金の限度額は、１０年間で３０万円

【助成の実績】

実 施 年 度 補 助 種 別 地 区 建 築 主 要 用 途 行 為 の 内 容

年 代

平 成 23年 度 歴 史 的 建 造 物 土 崎 大 正 店 舗 兼 住 宅 ・ 屋 根 の 葺 き 替 え （ H23）

～ 25年 度 ・ 外 壁 の 張 り 替 え （ H24）

・ 塀 改 修 （ H2 4）

・ 自 動 販 売 機 屋 根 撤 去（ H24）

・ 木 製 看 板 ・ の れ ん 改 修 、

・ 自 動 販 売 機 改 修 (Ｈ 25）

平 成 23年 度 歴 史 的 建 造 物 新 屋 大 正 店 舗 兼 住 宅 ・ 屋 根 の 葺 き 替 え

※ 国 登 録 有 形 文 化 財

平 成 24年 度 歴 史 的 建 造 物 保 戸 野 大 正 門 ・ 板 塀 ・ 門 ・ 板 塀 の 修 理

平 成 26年 度

平 成 24年 度 歴 史 的 建 造 物 南 通 明 治 土 蔵 ・ 壁 修 復

84

第３編 市民協働の景観まちづくりに関する事項



実 施 年 度 補 助 種 別 地 区 建 築 主 要 用 途 行 為 の 内 容

年 代

歴 史 的 建 造 物 大 町 明 治 店 舗 ・ 屋 根 の 葺 き 替 え

※ 国 登 録 有 形 文 化 財

歴 史 的 建 造 物 新 屋 明 治 ～ 店 舗 兼 住 宅 ・ 屋 根 の 塗 り 替 え

平 成 26年 度 昭 和 ・ 水 汲 み 場 前 竹 垣 改 修 等

※ 国 登 録 有 形 文 化 財

歴 史 的 建 造 物 新 屋 昭 和 事 務 所 兼 住 宅 ・ 外 壁 改 修

15年 頃 ・ 二 階 建 具 改 修 、 補 修 等

平 成 27年 度 歴 史 的 建 造 物 新 屋 明 治 ～ 店 舗 兼 住 宅 ・ 木 造 軸 組 一 部 改 修 ・ 補 強

昭 和 ・ 勝 手 口 の 改 修

平 成 28年 度 歴 史 的 建 造 物 新 屋 明 治 ～ 店 舗 兼 住 宅 ・ 酒 造 工 場 屋 根 漏 水 補 修 等

昭 和 ※ 国 登 録 有 形 文 化 財

歴 史 的 建 造 物 新 屋 明 治 ～ 店 舗 兼 住 宅 ・ 土 蔵 外 壁 改 修 （ 漆 喰 塗 仕

昭 和 上 げ ）

平 成 29年 度 ※ 国 登 録 有 形 文 化 財

歴 史 的 建 造 物 保 戸 野 大 正 門 ・ 板 塀 ・ 門 ・ 板 塀 の 修 理

歴 史 的 建 造 物 土 崎 大 正 店 舗 兼 住 宅 ・ 瓦 屋 根 補 修

平 成 31年 度 歴 史 的 建 造 物 太 平 江 戸 門 ・ 板 塀 ・ 門 ・ 板 塀 の 修 理

令 和 ２ 年 度 歴 史 的 建 造 物 新 屋 昭 和 住 宅 ・ 外 壁 の 修 理

17年 頃

【助成の実績】

（実施前） （実施後）
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② 景観法に基づく制度活用による支援

◆ 景観協議会の活用

地域の景観ルールは、他者の所有する建物や工作物等に及ぶ場合が多いため、合意形成の過程で様

々な関係者との協議や意見調整を必要とする場面が予測されます。例えば、商店街では、個人商店主

や事業者、道路等の公共施設の管理者、電柱等を所有する電気事業者など様々です。こうした良好な

景観づくりのための協議の場として、景観法では景観協議会を組織できるとしており、これを活用し、

取り組みへの支援を行います。（制度の概要は６７ページに記載しています。）

◆ 景観整備機構の推進

景観整備機構は、景観計画の提案や景観重要建造物や景観重要樹木の指定の提案・管理などのほか、

他者への助言・援助、景観協議会への参加など、景観形成に関し幅広く活動する機会が与えられてま

す。

市では、景観まちづくり団体の活動持続や団体間交流を含めた市内全体での景観まちづくりの活発

化を図るため、登録団体を中心に指定候補の育成に努めます。（制度の概要は６８ページに記載して

います。）
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３ 地域による景観ルールの提案

(1) 概要

第２編第３章にあるように、地域の景観特性に応じたきめ細かいルールを定め、景観まちづくりを推

進することができます。こういった地域のルールの策定には、対象となる地域住民の意欲や合意形成が

不可欠であることから、市は、地域の取り組みへの支援を通じて得られた地域からの提案等を受け、ル

ールの策定等について検討や必要な手続等を行います。

支援制度・登録制度と連携して進めるため、景観法に基づく提案制度の拡充等により、積極的に提案

制度の運用を図ります。

(2) 内容一覧

① 地域の景観ルールの提案

地域の景観まちづくりに関する取り組みをルール化し、提案できる仕組みをつくります。

提案内容 ◆ ルールの対象となる地域

◆ ルールの種類・内容等

制度一覧

ルール・制度 提案等の同意要件 提案制度の規定

① 景観まちづ 提案の際、提案者は、区域内の土地所有者 景観法

くり地区 等の2/3以上の同意必要

② 景観地区☆ 提案の際、提案者は、区域内の土地所有者 都市計画法

等の2/3以上の同意必要

③ 準景観地区 なし 提案制度対象外

④ 地区計画☆ 提案の際、提案者は、区域内の土地所有者 都市計画法

等の2/3以上の同意必要

⑤ 景観協定 締結の際、区域内の土地所有者等は、土地 提案制度対象外

所有者等全員の合意および市の認可必要

☆のついているルールは、都市計画法に基づく住民提案制度により提案すること

ができます。

市の対応 土地所有者の合意形成等の要件が整い、地域の景観まちづくり推進に適切な場合

は、ルールの策定等（景観協定については、認定）の手続を進めます。

（建築物等の
形態意匠の制限）
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② 景観資源の保全・活用の提案

地域の大切な景観資源に関する景観法に基づく制度について提案できます。

提案内容 ◆ 景観重要建造物や景観重要樹木の指定や活用に関すること

◆ 景観重要公共施設に関すること

制度一覧

ルール・制度 提案等の同意要件 提案制度の規定

① 景観重要 提案の際、提案者は、区域内の土地所有者等 景観法

建造物 の2/3以上の同意必要

② 景観重要 提案の際、提案者は、区域内の土地所有者等 景観法

樹木 の2/3以上の同意必要

③ 景観重要 位置付けの際、市は、管理者の同意必要。管 提案制度対象外

公共施設 理者は位置付けを要請できる。

これらは、景観法に基づき、所有者・景観整備機構（景観重要公共施設につい

ては、その管理者）による提案ができます。

市の対応 登録団体による活用方法等の発案を受け付け、地域の景観まちづくり推進に適

切かつ必要と判断した場合は、所有者等の意見を聞き、指定等を検討します。

地域の大切な景観資源の例

(3) 景観条例での対応

景観法に基づく提案制度としては、景観計画の策定・変更に関する住民提案と景観重要建造物・景観

重要樹木の指定に関する所有者・景観整備機構による提案があります。

本市では、登録団体のうち、土地所有者等の合意形成がなされている場合等、一定の要件を備えてい

る団体について、景観計画の策定・変更の提案ができる旨を条例で定め、計画の充実に向け、地域の取

り組みを反映し、「景観まちづくり地区」として位置づけます。

景観地区や地区計画については、都市計画法に基づく住民提案制度を運用するほか、登録団体による

発案を受け、都市計画として定めます。

また、市は、景観重要建造物、景観重要樹木、景観重要公共施設、準景観地区について、登録団体に

よる景観まちづくり活動の成果を踏まえ、その指定や位置づけ等を検討します。

新屋表町通りの「新屋参画屋」 将軍野南三丁目の３本の松
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(４) 立地適正化計画策定に伴う提案制度

２０戸以上の住宅整備に関する事業を立地適正化計画における居住誘導区域内でおこなう際は、住宅

の良好な環境や景観保全のため提案をすることができます。

「国土交通省ＨＰ」より
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参考：提案の流れの例（景観まちづくり地区の場合）

参考：景観まちづくり関連制度一覧表

（資料：「市民景観まちづくりリーフレット」国土交通省ＨＰ）

制度の概要については、６２、６３ページに記載しています。

建築物の
デザイン
や色彩な
どのルー
ルを決め
る

建築物の
高さや壁
面後退な
どのルー
ルを設け
る

看板や屋
外広告物
などに関
するルー
ルをつく
る

景観の核
となるま
ちなみを
保全する

景観的に
シンボル
となる建
物等を保
全する

地域の貴
重な緑景
観を保
全・創出
する

公共施設
の積極的
な景観整
備を行う

景観計画 ● ● ● ● ● ● ●

景観重要建造物 ● ●

景観重要樹木 ●

景観協定 ● ● ● ● ● ●

景観地区（準景観地区） ● ● ●

景観重要公共施設 ● ● ●

景観農業振興地域整備計画 ●

風致地区 ● ● ●

高度地区 ●

地区計画 ● ● ● ● ●

特別用途地区 ●

市民緑地 ●

緑地保全地域 ●

特別緑地保全地区 ●

緑化地域 ●

緑化施設整備計画 ●

緑地協定 ●

屋外広告物法 屋外広告物条例 ●

建築協定 ● ● ●

連担建築物設計制度 ●

重要文化的景観 ● ● ●

登録有形文化財（建造物） ●

重要伝統的建造物群保存地区 ● ●

Ａ．景観まちづくりのルール
をつくる

Ｂ．大切な資源を守り育てる根拠法 名称

文化財保護法

景観法

都市計画法

都市緑地法

建築基準法

登録団体の
地域の

景観まちづくり
取り組みを

ルール化したい
などの

意欲の高まり

地域住民の
合意形成

（団体から地域
への説明等）

景観法に基づく
提案制度の活用提案者の要件や

合意要件等を
満たしている場合

地域

登録団体が活用でき
る市の支援等の例
・ルール等の相談
・景観協議会の組織

市

登録団体が活用でき
る市の支援等の例
・情報提供
・人材交流の促進
・技術的支援
・活動への助成

市は提案を受け、
景観まちづくり地区
の位置付け等の手続
を行います。
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参考：都市計画法に基づく「まちづくりルール」の提案制度について

（資料：「まちづくりルール」制度リーフレット 秋田市都市整備部都市計画課）



（資料：「まちづくりルール」制度リーフレット 秋田市都市整備部都市計画課）
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